
川崎市予防接種依頼書の取扱要領 
 
 （趣旨） 
第１条 この要領は、本市に居住する者が受ける予防接種法（昭和２３年法律

第６８号）（以下「法」という。）に基づく定期予防接種について、「予防接種

法第５条第１項の規定による予防接種の実施について」（平成２５年３月３０

日付け健発０３３０第２号厚生労働省健康局長通知）の別添「定期接種実施

要領」第２０条の規定により他の市町村長に予防接種の実施を依頼するにあ

たり必要な事項を定めるものとする。 
（対象者） 
第２条 この要領に規定する予防接種依頼書（第１号様式）（以下「依頼書」と

いう。）の発行を希望する者（以下「対象者」という。）は、予防接種依頼書

発行申込書（第２号様式）(以下「申込書」という。)を市長に提出しなければ

ならない。 
 （依頼書の発行） 
第３条 市長は、前条の申込書の提出を受けたときは、予防接種を実施する市

町村長宛てに依頼書を発行する。 
 （依頼書の有効期間） 
第４条 この要領の規定による依頼書の有効期間は、対象者が法に基づく定期

予防接種の対象である期間とする。 
 （健康被害の救済） 
第５条 この要領の規定による依頼書に基づき実施された予防接種により健康

被害が発生した場合は、法に基づき本市が救済措置を講じる。 
 （委任） 
第６条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、健康福祉局長が定める。 
   附 則  
（施行期日） 

第１条 この要領は、平成２７年４月１日から施行する。 
（実施要領の廃止） 

第２条 予防接種依頼書の取扱要領は、廃止する。 
   附 則 
 （施行期日） 
この改正要領は、平成２８年４月１日から施行する。 
（施行期日） 
この改正要領は、平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則 



（施行期日） 

１ この要領は、令和元年５月 1日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要領の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和２年８月 1日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要領の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 
１ この要領は、令和６年６月１日から施行する。  
（経過措置） 
２ 改正前の要領の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 
附 則 

（施行期日） 
１ この要領は、令和６年９月６日から施行する。  
（経過措置） 
２ 改正前の要領の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 
附 則 

（施行期日） 
１ この要領は、令和７年４月１日から施行から施行し、同日以後に行う予 

防接種発行申込書の提出について適用する。  
（経過措置） 
２ 改正前の要領の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 
附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和７年１０月９日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要領の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 



附 則 

（施行期日） 
１ この要領は、令和８年３月１９日から施行する。  
（経過措置） 
２ 改正前の要領の規定により調製した帳票で、現に残存するものについては、

当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 



第１号様式 

川  第    号 
  年  月  日 

 
           様 
 

川崎市長          
 

予防接種依頼書 
 

 当市が実施すべき予防接種について、次のとおり実施してくださいますよう 
お願いいたします。 

なお、この予防接種により健康被害が発生した場合は、予防接種法に基づき、 
当市が救済のための措置を講じます。 
 
依頼予防接種  
被接種者氏名  
生年月日  
被接種者住所  
保護者氏名  
その他  

 
（川崎市             ） 

（所在地）        
（電話）        




